
地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第９号 

 地方独立行政法人北九州市立病院機構政府調達取扱規程（以下「政府調達取

扱規程」という 。） 第３条第１項に規定する特定調達契約につき、随意契約の

相手方を決定したので、政府調達取扱規程第１５条第２項の規定により次のと

おり公告する。  

  令和６年５月２３日 

地方独立行政法人北九州市立病院機構  理事長 中 西 洋  一 

１ 特定役務の名称及び数量 

北九州市立医療センター電力供給  一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市立医療センター事務局管理課 

  北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和６年３月１２日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社ＦＰＳ 

  東京都中央区八重洲二丁目２番１号 

５ 契約金額 

（１） 基本料金 

ア 常時 １キロワット当たり２，０４３円７５銭 

イ 自家発補給電力 

（ア）  使用月  １キロワット当たり２，３４７円３８銭 

（イ） 未使用月  １キロワット当たり７２３円７９銭 

（２） 従量料金 

ア 通常 

（ア）  夏季ピーク １キロワット当たり１７円２６銭 

（イ）  夏季昼間  １キロワット当たり１４円７９銭 

（ウ）  他季昼間  １キロワット当たり１３円８４銭 

（エ）  夜間 １キロワット当たり９円５９銭 

イ 自家発補給電力 

（ア） 定期点検・補修   

夏季は１キロワット当たり１６円８７銭、他季は１５円８５銭 

（イ）  定期点検・補修以外  

夏季は１キロワット当たり１９円７１銭、他季は１８円４１銭 

６ 契約の相手方を決定した手続 



  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政府調達取扱規程第１４条第１項第１号に該当するため 


